
5

課や係などの名称 電話番号

市 民 課
市民係 ２３－３９２４

燧望苑 ６７－５６５０

高齢介護課
高齢者福祉係

２３－３９６８
介護保険係

商工観光課

商工労政係

２３－３９３３企業立地推進係

観光係

文化振興課

文化振興係

２３－３９４３市民会館開設準備室

生涯学習係

公民館 －

図書館 －

業　　　務 変更前 変更後 電話番号

●移住・定住促進に関すること

　民間賃貸住宅家賃補助制度等
企画課 地域支援課 ２３－３９４９

●シティプロモーションに関すること
観音寺市ふるさと応援大使、がんばれ観音寺
応援隊、マスコットキャラクター「銭形くん」
に関すること等

企画課 商工観光課 ２３－３９３３

課や係などの名称 電話番号

市 民 課

市民係
２３－３９２４

戸籍・年金係

燧望苑 ６７－５６５０

高齢介護課

高齢者福祉係

２３－３９６８介護保険係

介護事業係

商工観光課

商工労政係

２３－３９３３
企業立地推進係

観光係

シティプロモーション係

文化振興課

文化財係

２３－３９４３文化芸術係

生涯学習係

公民館 －

図書館 －

平成２９年３月まで

企画課　☎２３－３９１７

４月から、選挙管理委員会事務局は

「働く婦人の家２階」から「市役所５階」へ移転します。

平成２９年４月から

４月から市の組織が変わります

取扱窓口が変わります

選挙管理委員会事務局が移転します

監査委員
事務局

２３－３９４７２３－３９４５

２３－３９１３

選挙管理
委員会
事務局

トイレ
（多目的トイレ有）

エレ
ベータ

議会
図書室

議会
ＯＡ室

５０２
会議室

５０１
会議室

会
派
室
５

会
派
室
４

会
派
室
３

会
派
室
２

会
派
室
１

応
接
室

正

　
副

議
長
室

階

　
段

議
会
事
務
局

非
常
階
段

全
員
協
議
会
室

議

　
場

傍
聴
席

５階
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　市では、住み慣れた地域で安心して暮らす

ために、地域福祉計画を策定しています。今

年度、その計画を見直すため、地域福祉に関

する施策の調査審議をしていただく策定委員

を募集します。策定委員会は４回程度を想定

しています。

　　平成２９年６月～平成３０年３月（予定）

４月１日現在で２０歳以上の市内在住者で、

地域福祉の推進に関心がある人（市の審

議会などの委員を２つ以上兼ねている人

や市議会議員、市職員は除く）

２人以内

所定の申込用紙に必要事項を記入し、

持参または郵送、電子メールにて下記

へ提出してください。

〒７６８－８６０１（住所記載不要）

観音寺市健康福祉部社会福祉課

Ⓔｓｈａｋａｉ＠ｃｉｔｙ．ｋａｎｏｎｊｉ．ｌｇ．ｊｐ

　　　４月１７日（月）～２８日（金）必着

社会福祉課福祉総務係　☎２３－３９３０

　市では、環境にやさしい合併浄化槽の設置を推進し、

河川や水路などの水質改善を図るため補助をしています。

■補助金を受けられる人

専用住宅（店舗併用住宅の住宅部分も対象）で

○新築時に設置する人

○増改築時に単独浄化槽やくみ取り便槽を合併浄化槽へ

設置替えする人…①設置補助に②撤去および③配管の

転換補助を上乗せします。

販売・賃貸を目的とする場合は、補助金を受けられ

ません。また、公共下水道事業認可区域内は、補助

限度額の半額です。詳しくはお問い合わせください。

　下水道課　☎２５－６８９０

区分 補　助　基　準
補助

限度額

①

５人槽 床面積が１４０㎡以下の場合 ３３２，０００円

７人槽 床面積が１４０㎡を超える場合 ４１４，０００円

１０人槽
２世帯住宅等に１０人槽以上の
合併槽を設置した場合

５４８，０００円

② 撤去費
合併槽への転換に伴い、単独
槽やくみ取り便槽の撤去が必
要となる場合

９０，０００円

③ 配管費 合併槽への転換に伴う配管費 ９０，０００円

　４月から坂本町、昭和町、柞田町

の一部が処理区域になります。処理

区域になった地域では、下水道法で

３年以内にくみ取り式トイレから水

洗トイレに改造することが義務付け

られています。家庭雑排水や汚れた

水をそのまま川や海に流すと水質汚

濁等の原因にもなるため、早めに下

水道に接続してください。

　下水道は、私たちの健康で快適な

生活を支える重要な施設です。ご理

解とご協力をお願いします。

処理区域の詳細はお問い合わせ

ください。

下水道課　☎２５－６８９０

　４月から下表のとおり口座振替日が毎月月末に変わります。

事前に残高の確認をお願いします。

変 更 前 変　更　後 窓　　口

農業集落排水施設使用料

毎月１５日 毎月月末
初回は５月１日（月）

１２月は２５日
振替日が土・日曜日、祝日の

場合は金融機関の翌営業日

下水浄化センター
☎２５－６６１５

幼稚園保育料
学校教育課学務係
☎２３－３９３８

清掃（くみ取り）手数料 毎月２０日
衛生センター

☎２３－１４３８

放課後児童クラブ保育料

毎月２５日

子育て支援課児童福祉係
☎２３－３９６２

保育所（園）保育料
子育て支援課こども施設係

☎２３－３９６２

　マイナンバーカードを利用して、全国約５万店舗のコンビニエンスストアの

マルチコピー機で、住民票の写しや印鑑登録証明書などの各種証明書を取得で

きるサービスを始めます。

サービス開始日　４月１日（土）

利用できる店舗

全国のセブン・イレブン、ローソン、サークルＫサ

ンクス、ファミリーマート、ミニストップなど（マ

ルチコピー機が設置されているコンビニエンススト

アに限ります）

必要なもの

マイナンバーカード（顔写真付きカード）

※サービスの利用には、利用者証明用電子証明書（数

字４桁）を搭載したマイナンバーカードが必要で

す。住基カードは利用できません。

取得できる証明書の種類と利用時間

○年末年始（１２月２９日～１月３日）は利用できません。

○メンテナンス実施等のため利用できない場合があり

ます。

マイナンバーカードを取得するには

　通知カードと一緒に届いている申請用紙に、

顔写真を貼り付けて返信用封筒に入れ、ポス

トに投函してください。

　また、スマートフォンで顔写真を撮影し、

申請書のＱＲコードを読み取り、オンライン

での申請も可能です。

　市から交付通知書

が届いた後、市民課

窓口でカードを受け

取ってください。

※申請から交付まで、２カ月程度かかる場合

があります。

■申請書を再発行するには

　申請書の紛失や、住所等に変更があった場

合、新しい申請書をお渡ししますので、市民

課窓口へお越しください。

　詳しくは市ホームページ（くらしの情報→

住民票・戸籍→コンビニ交付）でご確認くだ

さい。

問い合わせ先　市民課　☎２３－３９２４

証明書の種類 サービス利用時間

住民票の写し

午前６時３０分
　　　～午後１１時

住民票記載事項証明書

印鑑登録証明書

戸籍証明書 午前９時～午後５時
（土・日曜日、祝日は
　利用できません）戸籍附票の写し

柞田町黒渕

昭和町一丁目

昭和町二丁目

坂本町六丁目

坂本町五丁目

柞田町下出

昭和町二丁目、柞田町下出

広がります  下水道の処理区域

口座振替日が変わります

４月１日から各種証明書のコンビニ交付サービスを始めます地域福祉計画策定委員を
募集します

合併浄化槽設置の補助制度

注意

注意

問い合わせ先

任期

対象

人数

申し込み

受付期間

問い合わせ先

問い合わせ先
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　平成１９年１２月１８日に開催された国

連総会において、カタール国王妃の

提案で毎年４月２日を啓発デーとす

ることが決議され、世界の人々に自

閉症を理解してもらう取り組みが行

われています。

対象事業

平成３０年２月末日までに完了する公益的事業

●高齢者の福祉を増進する活動

●子どもたちを健やかに育てるための活動

●自然環境を守り育てる活動

●地域の文化を守り育てる活動

●交流人口や定住人口の増加につながる活動など

（他の制度で補助金を受けている、または受ける

予定の事業は対象外）

対象団体

次の要件を全て満たす団体

●構成員が１０人以上

●利益を目的にしない

●市内に活動拠点がある

●会則等に基づき、地域に根ざした活動を継続し

て市内で行っている

●政治活動や宗教活動を目的にしない

　障がいの有無に関わらず参加できる卓球、卓球バレー、

ボッチャ、スポーツ吹き矢などのスポーツ・レクリエー

ションを下表のとおり実施します。障がい者スポーツ指

導員、市スポーツ推進委員などが指導します。

対象者

身体・知的・精神（発達障がいを含む）など障がいの

ある人。障がい児童については保護者が同伴できる人。

また、介助人が必要な人についても同伴できる人

内　容

決定次第お知らせします。申し込みの状況によっては、

変更する場合があります。

日　時

　午後２時～午後３時３０分

場所　観音寺小学校体育館

申し込み方法　広報かんおんじ５月号でお知らせします。

問い合わせ先　

社会福祉課障がい者福祉係　☎２３－３９６３

開　催　日

５月２７日（土） ６月２４日（土） ７月２２日（土）９月２３日（祝・土）

１１月２５日（土）１月２７日（土） ２月２４日（土） ３月２４日（土）

開庁日

　４月２日（日）

開庁時間

　午前８時３０分～午後５時１５分

実施する課（本庁のみ）

税務課　　　　☎２３－３９２２

市民課　　　　☎２３－３９２４

健康増進課　　☎２３－３９２７

子育て支援課　☎２３－３９６２

学校教育課　　☎２３－３９３８

注意

他市町村に連絡や確認が必要な業務

は、対応できない場合があります。

詳しくは、各担当課へお問い合わせ

ください。

助成額

　補助対象経費の５０％（上限２０万円）

審査方法

　書類とプレゼンテーションにより活動

の公益性や継続性などを審査し、助成団

体を決定します。

受付期間　

　４月３日（月）～２８日（金）

　午前８時３０分～午後５時

　（土・日曜日を除く）

注意

　申請を希望する団体は、事前

にご相談ください。

問い合わせ先

　地域支援課市民協働係

　☎２３－３９４９

　自閉症をはじめとする発達障がいについて知ることや、理解をすることが、発達障がいの

ある人だけでなく、誰もが幸せに暮らすことができる社会の実現につながります。

　日本では、自閉症をはじめとする発達障がいについて広く

啓発するため、４月２日から８日までを発達障害啓発週間と

して、シンポジウムの開催や各地のランドマークを「癒し」

や「希望」を表す青色にライトアップする「ブルーライトア

ップ」が行われています。観音寺市でも４月１日から９日ま

で、銭形砂絵「寛永通寳」をブルーライトアップします。

　自閉症は、「常に自分の殻に閉じこもっている状態」と考えたり、「親の育て方が原因ではな

いか」と思われたりしますが、これは正しくはありません。脳の発達の仕方の違いによるも

ので、真面目に取り組んでいても、次のようなことが苦手なので誤解されることがあります。

　自閉症の人たちの行動や態度、意味を理解していただき、愛情を持って支援をお願いします。

問い合わせ先　社会福祉課障がい者福祉係　☎２３－３９６３

★どうすればよいのか、正しい方法をできるだけ具体的に伝えることを

　基本に、穏やかに根気よく接して、よりよい関係を作るようにしてください。

★その人が理解している言葉を知り、その言葉を使うことや、写真や絵を添えて説明して

ください。

★抽象的な表現を避けて、短い表現で話してください。

★人混みや大きな音や光といった刺激による不快感を増幅させないように、安心できる

環境を作ってあげてください。

１　発達障害啓発週間（４月２日～８日）に市役所１階ロビーに啓発ブースを設置します。

２　６月ごろ（予定）に相談・交流先を掲載したチラシを、小学６年生までを対象に配布

しますのでご活用ください。

苦手なこと 行動や態度

◆他人の気持ちや感情を理解すること

◆言葉を適切に使うこと

◆新しいことを学習すること

◆一般的に「常識」と思われることを身

につけること

◆会話

◆人混みや大きな音や光などの刺激

◆純粋で、自分の感じたままに話したり、

行動したりする

◆感覚が過敏であったり、記憶力が抜群

だったりする人もいます。

◆「できないとき」「間違っていたとき」

に叱って教えようとすると、本人が混

乱して余計に理解ができなくなります。

毎年４月２日は国連の定めた

世界自閉症啓発デー
ボランティア団体やＮＰＯなどの

市民活動団体を応援します

年度初めの日曜日に
市役所を開庁します

障がい者スポーツ教室の開催

平成29年度市民団体等活動促進事業

毎年４月２日～８日は

発達障害啓発週間

自閉症を知っていますか

どんな接し方がいいの？

お 知 ら せ
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